
新 旧 対 照 表 ② （ 附 則 ）  

 

改 正 案  

現 行  
目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 略 ）  

附 則  附 則  

１ か ら 11 ま で （ 現 行 の と お り ）  

 

（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の ま ん 延 の 影 響 を 受 け た 者 に 係 る 特

例 ）  

１ か ら 11 ま で （ 略 ）  

 

（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の ま ん 延 の 影 響 を 受 け た 者 に 係 る 特

例 ）  

12  令 和 十 四 年 一 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 （ 病 原 体 が ベ ー タ コ ロ ナ ウ イ ル ス 属 の コ ロ ナ ウ イ ル ス （ 令 和 二

年 一 月 に 、 中 華 人 民 共 和 国 か ら 世 界 保 健 機 関 に 対 し て 、 人 に 伝 染

す る 能 力 を 有 す る こ と が 新 た に 報 告 さ れ も の に 限 る 。 ） で あ る 感

染 症 を い う 。 ） の ま ん 延 の 影 響 を 受 け た 温 室 効 果 ガ ス 排 出 事 業 者

等 に つ い て の 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る

字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え て 適 用 す

る 。 

第 四 条 の 五 第 二 項 （ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 六 の 二 第

三 項 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 七 第 四 項 （ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 八 第 一 項 （ 現 行 の と お （ 現 行 の と お

12  令 和 三 年 一 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

（ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第

三 十 一 号 ） 附 則 第 一 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る も の を い う 。 ） の ま

ん 延 の 影 響 を 受 け た 温 室 効 果 ガ ス 排 出 事 業 者 等 に つ い て の 次 の

表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え て 適 用 す る 。  

 

 

第 四 条 の 五 第 二 項 

 

（ 略 ） （ 略 ） 

第 四 条 の 六 の 二 第

三 項 

（ 略 ） （ 略 ） 

第 四 条 の 七 第 四 項 

 

（ 略 ） （ 略 ） 
第 四 条 の 八 第 一 項 （ 略 ） （ 略 ） 



新 旧 対 照 表 ② （ 附 則 ）  

第 一 号 り ） り ） 

第 四 条 の 八 第 一 項

第 二 号 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 
第 四 条 の 八 第 一 項

第 三 号 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 九 第 一 項 九 月 末 日  九 月 末 日 （ た だ

し 、 削 減 義 務 期

間 の 終 了 の 年

度 が 令 和 元 年

度 の 場 合 に

あ っ て は 令 和

四 年 一 月 末 日 ） 

第 四 条 の 九 第 一 項

第 一 号 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 九 第 一 項

第 二 号  

四 月 三 日 四 月 三 日 （ た だ

し 、 削 減 義 務 期

間 の 終 了 の 年

度 が 令 和 元 年

度 の 場 合 に

あ っ て は 令 和

三 年 八 月 四 日 ） 

第 四 条 の 十 八 第 一

項 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 十 九 第 三

項 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 二 十 第 一

項 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 二 十 一 の

五 の 二 第 一 項  

各 期 間  各 期 間 （ た だ

し 、 平 成 二 十 八

年 十 月 一 日 か

第 一 号  

第 四 条 の 八 第 一 項

第 二 号 

（ 略 ） （ 略 ） 

第 四 条 の 八 第 一 項

第 三 号 

（ 略 ） （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 
 

 

 
 

 

（ 新 設 ） （ 新 設 ） 

第 四 条 の 九 第 一 項

第 一 号 

（ 略 ） （ 略 ） 

（ 新 設 ） 
 

 

 
 

 

 

（ 新 設 ） （ 新 設 ） 

第 四 条 の 十 八 第 一

項 

（ 略 ） （ 略 ） 

第 四 条 の 十 九 第 三

項 

（ 略 ） （ 略 ） 

第 四 条 の 二 十 第 一

項 

（ 略 ） （ 略 ） 
（ 新 設 ） 

 
 

（ 新 設 ） （ 新 設 ） 
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ら 始 ま る 期 間

に あ っ て は 、 平

成 二 十 八 年 十

月 一 日 か ら 令

和 四 年 一 月 末

日 と し 、 令 和 四

年 二 月 一 日 か

ら 始 ま る 期 間

に あ っ て は 令

和 八 年 九 月 末

日 ） 

第 四 条 の 二 十 一 の

十 四 第 一 項 

九 月 末 日 （ 第 四

条 の 九 第 一 項

第 二 号 に 掲 げ

る 場 合 に 該 当

し た 特 定 地 球

温 暖 化 対 策 事

業 所 に 係 る 指

定 管 理 口 座 又

は 一 般 管 理 口

座 に 記 録 さ れ

て い る 振 替 可

能 削 減 量 等 に

あ っ て は 、 当 該

振 替 可 能 削 減

量 等 の 算 定 の

対 象 と な る 年

度 の 属 す る 削

減 計 画 期 間 の

次 の 削 減 計 画

九 月 末 日 （ た だ

し 、 当 該 終 了 年

度 が 令 和 元 年

度 と な る 振 替

可 能 削 減 量 等

に あ っ て は 、 令

和 四 年 一 月 末

日 （ 当 該 振 替 可

能 削 減 量 等 の

う ち 、 連 携 県 等

削 減 量 に あ っ

て は 、 連 携 県 等

が 別 に 定 め る

期 限 ） 、 第 四 条

の 九 第 一 項 第

二 号 に 掲 げ る

場 合 に 該 当 し

た 特 定 地 球 温

暖 化 対 策 事 業

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

（ 新 設 ） 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

（ 新 設 ） （ 新 設 ） 
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期 間 終 了 後 の

同 号 に 定 め る

日 ） 

所 に 係 る 指 定

管 理 口 座 又 は

一 般 管 理 口 座

に 記 録 さ れ て

い る 振 替 可 能

削 減 量 等 に

あ っ て は 、 当 該

振 替 可 能 削 減

量 等 の 算 定 の

対 象 と な る 年

度 の 属 す る 削

減 計 画 期 間 の

次 の 削 減 計 画

期 間 終 了 後 の

同 号 に 定 め る

日 ） 

第 四 条 の 二 十 一 の

十 八  

九 月 末 日 九 月 末 日 （ た だ

し 、 削 減 計 画 期

間 の 終 了 年 度

が 令 和 元 年 度

の 場 合 に あ っ

て は 令 和 四 年

一 月 末 日 ）  

第 四 条 の 二 十 三 第

一 項  

（ 現 行 の と お

り ）  

（ 現 行 の と お

り ）  

（ 現 行 の と お

り ）  

（ 現 行 の と お

り ）  

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 四 条 の 二 十 六 第 （ 現 行 の と お （ 現 行 の と お

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

（ 新 設 ） 

 
 

 

 
 

 

（ 新 設 ） （ 新 設 ） 

第 四 条 の 二 十 三 第

一 項 

（ 略 ） 
 

（ 略 ）  

（ 略 ） 
 

（ 略 ）  

（ 略 ） 

 

（ 略 ） 
第 四 条 の 二 十 六 第 （ 略 ） （ 略 ） 

https://syokuin-reiki.tokyo.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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二 項 

 

 
 

り ）  り ）  

（ 現 行 の と お

り ）  

（ 現 行 の と お

り ）  

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 

第 五 条 の 十 九 第 一

項 

（ 現 行 の と お

り ） 

（ 現 行 の と お

り ） 
 

二 項 

 

 
 

 

（ 略 ） 
 

（ 略 ）  

（ 略 ） 

 

（ 略 ） 

第 五 条 の 十 九 第 一

項 

（ 略 ） 

 

（ 略 ） 

 

  

 

  


